
スイッチＯＮ磯子地域支えあい活動訪問員証事務取扱要綱 

 

       制  定 令和６年１月 15日 磯福第 1215 号（区長決裁) 

                最近改正 令和８年２月 26日 磯福第 1368 号（区長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」事業要綱第７条に規定する

訪問員証について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 活動の対象者は、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯その他支援を要する区民とする。 

 

（交付手続き） 

第３条 自治会町内会の長は、「磯子区地域支えあい活動訪問員証」（第１号様式。以下「訪問員

証」という。）の交付を希望する場合、「磯子区地域支えあい活動訪問員証申請書」（第２号様式。

以下「訪問員証申請書」という。）を事務局へ提出するものとする。なお、提出した訪問員証申

請書及び記載事項について、磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」事業要綱第２条第

２項に規定する地区別計画推進組織（以下、「地区別計画推進組織」という。）と共有するもの

とする。 

２ 区長は前項で申請のあった者に対し訪問員証を交付するものとする。 

３ 訪問員証の有効期間は、磯子区地域福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」の計画期間と同様と

する。 

４ 訪問員証の交付を受けた者が、その活動を実施できなくなった場合は、訪問員証を速やかに

返還するものとする。 

 

（実施報告） 

第４条 活動の担い手は、見守り・訪問活動により新たに対象者を把握した場合又は対象者の状況の

変化等を把握した場合は、「地域支えあい事業訪問連絡票」（第３号様式。以下「連絡票」という。）によ

り磯子区高齢・障害支援課へ随時報告するものとする。 

２ 民生委員・児童委員は、受け持ちの担当区域毎に、毎年２月に１月１日現在の対象者数等を

「磯子区地域支えあい活動（見守り・訪問）実施報告書」（第４号様式の１。以下「実施報告書」

という。）により地区別計画推進組織の長へ報告するものとする。 

３ 地区別計画推進組織の長は、実施報告書を取りまとめて、「磯子区地域支えあい活動（見守り・

訪問）実施報告書（集計用）」（第４号様式の２）により事務局へ報告することとする。 

 

（守秘義務） 

第５条 活動の担い手は、対象者本人や家族の意向を尊重するとともに、人権に配慮し、個人情

報の取扱いについて十分留意して、事業を実施しなければならない。 

 

（事務局） 



第６条 事務局は、磯子区福祉保健課事業企画担当に置き、磯子区福祉保健センター各課との連

携に努め、事業の円滑な推進を図るものとする。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年１月 15日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年２月 26日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条第１項） 

 

（表面） 

     

 

 

 （裏面） 

       

 
 （縦 5.5cm×横 9.0cm） 

 

  



第２号様式（第３条第１項） 

 

磯子区地域支えあい活動訪問員証申請書 

  年  月  日 

 磯子区長 

自治会町内会名                

代 表 者 氏 名                

 

 磯子区地域支えあい活動訪問員証の交付を希望するので、申請します。 

 

番

号 
氏名 住所 電話番号 

活動種別 

（該当するもの全てに○） 

1    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

2    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

3    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

4    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

5    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

6    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

7    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

8    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

9    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

10    
自治会町内会役員 保健活動推進員  

友愛活動員 民生委員・児童委員 その他  

提出前要確認事項 

□上記申請者に、スイッチＯＮ磯子推進組織に情報共有されることの了承を得ている。 

 



第３号様式（第４条第１項） 

 

 

 

 

 

 



 

［民生委員→地区推進組織］ 

第４号様式の１（第４条第２項） 

 

   年度 磯子区地域支えあい活動 

（見守り・訪問）実施報告書 

 

   年   月   日 

（地区推進組織名） 

                  

担当者名                 

担当区域                 

 

      年１月１日現在の磯子区地域支えあい活動の実施状況について報告します。 

 

 

１ 把握状況 

 

把握している対象世帯数 

 

見守り・訪問を 

実施した世帯数 

見守り・訪問を 

実施しなかった世帯数 

世帯 世帯 世帯 

 

 

２ 担当区域の訪問員数 

 

訪問員 

合計 

   

民生委員 

児童委員 

自治会町内会 

役員等 

保健活動 

推進員 
友愛活動員 その他 

人 人 人 人 人 人 

 

 



［地区推進組織→区役所］ 

第４号様式の２（第４条第３項） 

 

    年度 磯子区地域支えあい活動 

（見守り・訪問）実施報告書（集計表） 

 

   年   月  日 

 磯子区福祉保健課長 

地区推進組織名                

代 表 者 氏 名                

 

      年１月１日現在の磯子区地域支えあい活動の実施状況について報告します。 

 

 

１ 把握状況 

 

把握している対象世帯数 

 

見守り・訪問を 

実施した世帯数 

見守り・訪問を 

実施しなかった世帯数 

世帯 世帯 世帯 

 

 

２ 地区の訪問員数 

 

訪問員 

合計 

   

民生委員 

児童委員 

自治会町内会 

役員等 

保健活動 

推進員 
友愛活動員 その他 

人 人 人 人 人 人 

 


